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～国民本位の電子行政の実現～ 

「新たな情報通信技術戦略」 
（平成22年5月11日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定） 
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指 
定 
情 
報 
処 
理 
機 
関 

約510万件省略 

資格試験の実施事務 
（不動産鑑定士、施工管理技士、司法試験など） 

申請等 

年金の支給事務 
（対象者の現況確認など） 

各種給付の支給事務 
（恩給、中国残留邦人等への一時金など） 

個別の行政分野 

住民票の写し 

など 

情報提供件数 
・国の行政機関等   
     約11,700万件 
・地方公共団体    
     約  589万件 

各種登録、免許等の申請の受理 
（電気通信事業の登録、NPO法人の設立認証など） 

 氏名、住所、転出、 
 死亡等の情報 

約4,000万人分省略 

◎ 数値は平成２２年度 

転出、死亡、転入、
出生等の届出 

住基ネット 
 
 
 
 

 氏名 
 住所 
 生年月日 
 性別 
 住民票コード 
 これらの変更情報  

４情報 

国    民 
年金等の
現況届出 

データマッチングは
禁止 

住民基本台帳ネットワークシステムの概要 

※ 住民基本台帳法別
表に定める行政機
関等にのみ情報提
供を行う 

住民基本台帳 
【住民票】 
・氏名     ・住所 
・生年月日  ・性別 
・住民票コード  等 

市町村 

全国の市町村・都道府県 
をネットワーク化 
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住基ネット関連訴訟の状況について 

 

平成20年３月６日 住民票コードの削除請求に係る最高裁判決（行政側の全面勝訴） 
 
 

 

平成20年７月８日 杉並事件最高裁決定(行政側の全面勝訴)～いわゆる選択制の可否～ 

 
 
 
平成23年５月10日 札幌訴訟の最高裁判決により、住基ネット関連訴訟（原告が住基ネッ

トへの接続の差止め等、住基ネットの違憲性等を争った訴訟） ５９件（国
が被告となったもの３６件）の全てで行政側勝訴 （合憲判決）  

住基ネット関連訴訟 

・国に対する損害賠償請求と、都に対する非通知希望者以外の区民の本人確
認情報を受領する義務の確認を求める訴訟（杉並区が原告） 

・府等に対して住民票コードの削除等を求める訴訟（大阪事件） 
・金沢、名古屋、千葉では、さらに、国に対する損害賠償請求 

【参考】 
＜住基ネット関連訴訟＞ 
○住基ネット関連訴訟：５９件（平成２４年３月現在） 
・確定判決：５９件 

５９件すべて合憲確定（うち２件は、地裁又は高裁レベルで違憲の判断がされたが、高裁又は最高裁で合憲確定） 
  
＜地裁又は高裁レベルで違憲の判断がされたが、高裁又は最高裁で合憲確定したもの＞ 
○大阪地裁判決：合憲（平成16年２月27日）→大阪高裁判決 ：違憲（平成18年11月30日）→最高裁判決：合憲（平成20年３月６日） 
○金沢地裁判決：違憲（平成17年５月30日）→名古屋高裁判決：合憲（平成18年12月11日）→最高裁判決：合憲（平成20年３月６日） ３ 



住基ネット訴訟における論点について 
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税務署に提出される法定調書の名
寄せが困難 

社会保障制度・税額控除制度の導
入が困難 

年金記録の管理等に不備 

医療保険などにおいて関係機関同
士の連携が非効率   等 

 
 

健康情報・予防接種履歴の確認 

年金手帳、医療保険証、介護保険証
等の機能の一元化 

 
 

複数の機関に存在する個人の情報
の同一性の確認ができないため、 

番号制度で何ができるのか 現在 

 
 

「総合合算制度（仮称）」の導入 

高額医療・高額介護合算制度の現物
給付化 

給付過誤や給付漏れ、二重給付等の
防止 

（１）社会保障給付 

（２）所得把握の精度の向上等の実現 

 
 

災害時要援護者リストの作成及び更
新 

災害時の本人確認 

 
 

社会保険料、サービスを受けた際に
支払った費用（医療保険・介護保険等
の費用、保育料等）の確認 

確定申告の添付資料 

 
 

所得証明書や住民票の添付省略 
医療機関における保険資格の確認 

法定調書の提出に係る事業者負担の
軽減 

（３）災害時における活用 

（４）マイ・ポータル 

（５）事務・手続の簡素化、負担軽減 

（６）医療・介護等のサービスの質向上等 

番号制度に必要な３つの仕組み 

付番 新たに国民一人ひとりに、唯一
無二の、 民-民-官で利用可能な、見

える「番号」を最新の住所情報と関連
づけて付番する仕組み 

情報連携 複数の機関において、それ
ぞれの機関ごとに「番号」やそれ以外
の番号を付して管理している同一人の
情報を紐付し、紐付けられた情報を活
用する仕組み 

本人確認 個人や法人が「番号」を利
用する際、利用者が「番号」の持ち主
であることを証明するための本人確認
（公的認証）の仕組み 

社会保障・税番号大綱（平成23年6月30日政府・与党社会保障改革検討本部決定）（概要） 

番号制度導入 
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マイ・ポータル 

紐付 

あ 

符号Ａ 
紐付 

符号Ｂ 

個人 

利用番号Ａ 属性情報 

紐付 

日本年金機構 

国税庁 

ｱｸｾｽ記録 

霞が関ＷＡＮ 
 

ＬＧＷＡＮ等 

自己情報 
表示機能 

プッシュ型 
サービス 

ワンストップ 
サービス 

アクセス記録 
表示機能 

インターネット 

個人番号情報 
保護委員会 

情報提供ネット
ワークシステム 

及び 
情報保有機関 
に対する 

監視・監査など 

４情報 個人番号 

公的個人
認証 

サービス 

地方公共団体情報システム機構 
（地方共同法人） 

住基ネット 

個人番号生成 

個人番号 

番号制度のイメージ 

住民基本台帳法に基づき 
情報提供 

情報提供 
ネットワーク 
システム 

【住民票】 
・氏名     ・住所 
・生年月日  ・性別 
           等 
     

利用番号Ｃ 属性情報 ４情報 個人番号 

利用番号Ｂ 属性情報 ４情報 

符号Ｃ 

都道府県・市町村（情報保有機関）※約1,800団体 

符号同士を 
紐付ける 
仕組み 

全国の都道府県・市町村 
をネットワーク化 

住民票コード 

市町村が 
個人番号 
を付番 

番号カード 

住民票コード 

個人番号 
市町村の住民基本台帳 

個人番号 

４情報 

市町村が 
番号カード 
を交付 

重
複
調
整 

連動 

電
子
証
明
書
の 

 

失
効
情
報
提
供 

個人番号 

※ 上記の機関のほか、共済組合、健康保険
組合なども対象。 
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情報提供ネットワークシステムにおいて「符号」を用いることについて 

 
○ 全国民の属性情報を個人番号と紐づけて管理する行政機関は存在せず、個人情報は各行政機関において分散管
理されること。 

○ 法令で認められた場合に限って情報連携を行うこととし、その運用状況を国民も自ら監視できること。 

情報提供ネットワークシステム導入のポイント 

情報提供ネットワークシステムにおいて符号を用いるメリット 

個人番号で情報連携を行う場合 符号で情報連携を行う場合 

①セキュリティの強化 ○サイバー攻撃を行う者が、情報照会機関にな
りすます等により、情報提供機関から、個人番
号＋属性情報を詐取するリスクがある。 

 

○各機関においてそれぞれ異なる「符号」を情報
提供ネットワークシステムで管理するため、なり
すましの危険性は低い。 

○仮に、「符号」＋属性情報を詐取できたとしても、
誰の個人情報か特定できない。 

○情報提供ネットワークシステムを管理する内部
職員が個人番号＋属性情報を詐取するリスク
がある。 

○情報提供ネットワークシステムを管理する内部
職員は、誰の個人情報か特定できない。 

②国民の懸念の払拭 ○国民から情報提供ネットワークシステムが個人
情報一元管理機関と見えてしまう。 

○情報提供ネットワークシステムは個人番号を保
有しないので、そのような懸念は払拭される。 

③今後の拡張性 ○個人番号を保有する機関間でのみ情報連携
が可能 

 ⇒ 将来の民間利用も含め、情報連携するため
には個人番号の利用範囲を拡大し続けざるを
得ない。 

○個人番号を保有しない機関も情報連携が可能。 
 
⇒ 個人番号の利用範囲と情報連携する機関の
範囲を分離して議論することが可能。（今後の
拡張性が高い） 

（参考）住基ネット訴訟最高裁合憲判決（平成20年3月6日） 
 現行法上、本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又
は主体は存在しないことなどにも照らせば、住基ネットの運用によって原審のいうような具体的な危険が生じているということはできない。 

○ 情報提供ネットワークシステムにおいて個人番号など個人を容易に特定する情報が流通しないこととすること。  
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 
     関する法律案（マイナンバー法案）【内閣官房】 

 Ⅰ 総則 

Ⅱ 個人番号 
   ○ 市町村長は、個人番号を定め、書面により通知。 
 ○ 市町村長は、個人番号の生成に係る処理を地方公共団体情報システム 
  機構に要求。 
 ○ 個人番号の利用範囲をマイナンバー法に明記。地方公共団体の独自利 
  用や災害時の金融機関での利用も可能。 

Ⅲ 特定個人情報の保護等 
（特定個人情報の保護、情報提供等、行政機関個人情報保護法等の特例等） 
 ○ 特定個人情報の提供は原則禁止。情報提供ネットワークシステムを使用して 
       行う場合など、マイナンバー法の規定によるもののみ可能。 

地方公共団体情報 
システム機構法案 

【総務省】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
     
                                                                                                

関連整備等法案 
【内閣官房】 

住民基本台帳法の 
一部改正 

公的個人認証法の 
一部改正 

 Ⅳ 個人番号情報保護委員会 

 Ⅴ 法人番号 

Ⅷ 罰則 

Ⅶ 雑則 
  ○ 個人番号の通知等の市町村長が処理する事務の区分は法定受託事務。 

マイナンバー法案と関連法案について 

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 

10 

スケジュール   平成27年1月以降マイナンバー利用開始。 
     （予定）     平成28年1月より、国の機関間の連携から開始し、28年7月を目途に地方公共団体との連携についても開始。 

 Ⅵ 個人番号カード 
  ○ 市町村長は、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に対し、 
       その者の申請により、個人番号カードを交付。 
  ○ 市町村長は、条例で定めるところにより、個人番号カードを利用可能。 



○ 個人番号を住民票記載事項に追加し、本人等からの特別の請求に限り、個人番号を記載した住民
票の写し等を交付 

○ 個人番号を氏名、性別、生年月日、住所（４情報）、住民票コード等とあわせて住基ネットで取り扱う
本人確認情報の一つと位置付け  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う 
関係法律の整備等に関する法律案のうち、住民基本台帳法の一部改正案について 

１．住民票の記載事項及び住基ネットで取り扱う本人確認情報に「個人番号」を追加 

○ マイナンバー法において、市町村長が個人番号カードを交付することを規定することに伴い、住民基
本台帳法上の住民基本台帳カードに関する規定は削除 

２．住基ネットの本人確認情報を利用できる事務を追加 

３．指定情報処理機関制度の廃止 ⇒ 地方公共団体情報システム機構に移行 

４．住民基本台帳カードに関する規定を削除⇒マイナンバー法に規定する個人番号カードに移行 

○ 個人番号を利用する情報保有機関に対し個人番号を含む本人確認情報を住基ネットを通じて提供
できるよう、本人確認情報を利用できる者及び事務を規定している別表を改正 

○ 各都道府県知事が指定情報処理機関へ事務を委任する仕組みを廃止し、地方公共団体情報システ
ム機構が都道府県知事から通知を受けた本人確認情報を保存し提供することを規定 
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○  自己の個人番号に係る個人情報が行政機関等にどのように提供されたかを確認するため、マイ
ポータルを通じてインターネット上で閲覧できる仕組みを構築することに伴い、ID・パスワード方式に変
わるインターネット上の安全なログイン手段として「電子利用者証明」の仕組みを創設する。 

１．マイポータルの利用等に活用できる「電子利用者証明」の仕組みを創設 

○ 各都道府県知事が指定認証機関へ事務を委任する仕組みを廃止し、地方公共団体情報システム機
構が認証業務を行うことを規定する。 

○ 機構は、電子証明書の発行に係る事務等に関し、手数料を徴収することができる。 

２．行政機関等に限定していた署名検証者の範囲を拡大（総務大臣が認める民間事業者を追加） 

３．電子証明書の発行手続きを簡素化 

４．指定認証機関制度の廃止 ⇒ 地方公共団体情報システム機構に移行 

○ 民間のサービスにおけるインターネット上での本人確認手段として活用可能とするため、これまで行
政機関等に限定していた署名検証者の範囲を拡大し、総務大臣が認める民間事業者を追加する。 
（例：インターネット上での預金口座開設等） 

○ これに伴い、電子証明書の発行番号が個人情報のマッチングキーとならないように、当該発行番号
の利用の制限に関する規定を設ける。 

○ 電子証明書の申請の増加に対応し、市町村長の発行事務の円滑化を図るため、現行制度において
申請者本人が作成している鍵ペアを、市町村長が作成することとする。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う 
関係法律の整備等に関する法律案のうち、公的個人認証法の一部改正案について 
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   地方の代表や有識者が参画する意思決定機関等のガバナンスのもとで、意思決定の透明性を高め、効率的な運営を確保 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【社会保障・税番号大綱（H23.6.30 政府・与党社会保障改革検討本部決定】 

 「番号」の重複付番を防止し、付番事務を安定的かつ確実に実施するためには、「番号」の生成を一の主体が行うことが必要となる。
このため、「番号」の生成を行う機関については、住民基本台帳法に規定する指定情報処理機関を基礎とした地方共同法人（地方公
共団体のガバナンスが強化された特別の法律に基づく法人）とする。 

○ 地方公共団体が共同して住民基本台帳法等の規定による事務を処理するため、地方公共団体情報システム機構を

設置する（これに伴い指定情報処理機関、指定認証機関は廃止）。 

○ 地方３団体（全国知事会、全国市長会、全国町村会）が選任する設立委員が、総務大臣の認可を得て設立する。 

○ 機構は、住民基本台帳法、公的個人認証法及びマイナンバー法に基づく事務を処理するほか、地方公共団体からの

委託を受けた事務等を行う。 

○ 総務大臣は、機構に対し、報告・立入検査、違法行為等の是正の要求等を行うことができる。 

代表者会議【意思決定機関】 

委員 地方三団体が選任する代表、有識者 
 → 議長（委員による互選）が会務を総理し、会議を代表 
議決事項：定款の変更、予算・決算、事業計画等 

経営審議委員会 
【審議機関】 

委員 外部有識者 
付議事項 
 予算・決算、事業計画等 

理事長 機構を代表し、業務を総理 
    副理事長、理事、職員の任 
    命等 

監事  業務監査 
    代表者会議等への意見提出 

執行機関   意見具申・ 
  調査審議 

  諮問等  

委員の任命 議案の議決、役員の任命及び解任 
報告の要求、違法行為等の是正要求 

組織 

地方公共団体情報システム機構法案について 

13 


